
乳用牛 肥育牛

(経産牛及び初回交配以降の牛） （出荷前１２ヵ月まで） 例外※１

３００Bq/kg以内 ３００Bq/kg以内 ３００Bq/kg以内 ３，０００Bq/kg以内

会津地方のうち

　　猪苗代町（吾妻地区除く）、下郷町、只見町、南会津町

　　喜多方市、北塩原村、西会津町

　　金山町、昭和村、三島町、柳津町

会津地方のうち

　　会津若松市、磐梯町、会津美里町

　　会津坂下町、湯川村

中通り・浜通りのうち

　　田村市（旧大越町、滝根町）、小野町

　　郡山市（阿武隈川以西、富久山町含む）

　　石川町、玉川村、平田村、古殿町、浅川町

　　白河市（旧東村、旧表郷村）、泉崎村、矢吹町、中島村

　　いわき市

上記以外の市町村

× × × ○

原発事故前に作付けされ、原発事故後に収穫される飼料作物（永年生牧草、秋まきイネ科作物など）

該当市町村

乳用牛及び肥育牛以外の牛（繁殖雌牛・育成牛）
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　福島市、伊達市（旧霊山町を除く）、桑折町、

　国見町、川俣町※、二本松市、大玉村、本宮市、

　郡山市（阿武隈川以東、富久山町除く）

　田村市（旧船引町、旧常葉町、旧都路村※）

　三春町、須賀川市、天栄村、白河市（旧白河市、旧大信村）

　西郷村、棚倉町、鮫川村、塙町、矢祭町、新地町、相馬市

　南相馬市、猪苗代町（吾妻地区）

　伊達市旧霊山町

○　給与可能　×　給与不可能　
　※　警戒区域、計画的避難区域を除く
　※１　例外とは、乳用牛（経産牛及び初回交配以降の牛）及び肥育牛以外の牛のうち、当分の間、と畜（肉として出荷）することを予定していない牛に給与される粗飼料であって、
　　　　① 当該畜産農家が自給生産したもの　　又は　②　単一若しくは近隣の複数の市町村内で耕畜連携の取組等により生産されたもの
　　　　ただし、例外となる粗飼料を給与した家畜から生産されるたい肥は、全て、自らが生産する草地や飼料畑に還元できる場合に限ります。
　※２　田村市（旧大越町、旧滝根町）及び小野町は７月４日以降、郡山市（阿武隈川以西、富久山町含む）は７月７日以降、石川郡は７月１１日以降に刈り取りされた再生草に限る。
　　　　白河市（旧東村、旧表郷村）及び泉崎村、矢吹町、中島村は９月２１日以降、いわき市は９月１９日以降に刈り取りされた再生草に限る。
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